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知事翁⻑雄志が権利変換計画を違法認可 
 

のうれん再開発ニュース第３０号は平成２７年９⽉１８⽇の第２回臨時総会で第１号議
案 定款の変更、第２号議案 特定業務代⾏者の選定が議決されたことを伝えている。 

定款の変更の理由は理事の数を減らし１３０⼈の組合員を５６⼈に減らすためだった。
最後に残る者が永続的にＡ−１棟やマンションの⽀配者になることは⾒え⾒えだった。こ
れまで「事業協⼒者」として社員数名を送り込み、「事業協⼒資⾦」として１千万円、貸付
⾦として１千万円余をそっと出してきた影の⽀配者役をつとめてきた「⾦秀建設」はついに
「特定業務代⾏者」の名の下に「全権」を握ったのだ。その詳細は別に報告することになる
が、この事態を認可権者の県すなわち翁⻑雄志知事が知っていたことも⾒え⾒えだったが、
これまで⽂書の上で証明できなかった。 
 平成２８年１２⽉２８⽇次のように沖縄県に情報公開請求した。「那覇市が情報開⽰した
ところでは、２７年９⽉１８⽇整備事業組合は第１号議案 定款の変更、第２号議案 特定
業務代⾏者の選定が⾏われたところ、沖縄県の認可⽂書として平成２８年５⽉１８⽇付、⼟
都第２３９号（通知）を開⽰した。その平成２８年４⽉８⽇付農防整組第２８００８申請⽂
書と平成２８年５⽉６⽇の知事の定款変更認可県指令⼟第３５１号⽂書の開⽰を求める。
さらに平成４⽉２０⽇付那覇市第１８号で那覇市から送付された⽂書の開⽰も求める」 
 そして３通の⽂書が開⽰されたのだ。先ずＡ⽂書（平成２８年４⽉８⽇）の認可申請⽂書
の中に平成２７年９⽉１８⽇の定款変更認可申請⽂書があり、Ｂ⽂書により平成２８年５⽉
６⽇「県知事翁⻑雄志はその定款変更を認可した」ことが明⽩に⽰されている。⼆つの⽂書
の⽇付に注意しよう。２７年１１⽉１０⽇に権利変換計画認可がおり、その後に認可申請が
出され、知事が認可した。１１⽉１０⽇の権利変換計画認可は違法であり、無効だというこ
とだ。「定款」と「事業計画書」は権利変換計画の中核となる⽂書であり、そしてこれらの
⽂書は翁⻑雄志知事が共同正犯であることも明⽰している。そして平成２８年１１⽉１０
⽇、法的にはこの⽇から⽴ち退き、明け渡し、仮処分など組合の悪徳業務が始まり、何も知
らない素朴な相対（あいたい）業者や居住者は地獄の底へ突き落されたのだ。 
 














